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個人番号利用　新規事務一覧

事務 事務事業 事由 内容
対象者数

(令和元年度実績)

独自
事務

新宿区小児慢性特定疾病
児童等日常生活用具給付
事業

新規

　小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目
的とし、特殊寝台等の日常生活用具を給付する事業。
　法定事務（児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務）に類する事務と
して、新宿区小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱及び新宿区小児慢性
特定疾病児童等日常生活用具給付事業取扱要領の改正を行い、個人番号利用事務として追
加する。

0人


